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防 犯 情 報

新たな手口の振り込め詐欺の不審電話の発生
～「サラ金の過払い金を返還します」～

１ 山口市事案
○ 発生日時

平成２２年１０月３０日 午後１時頃
○ 事案概要

山口市内に住む男性（６２歳）の携帯電話に
・以前あなたが信販会社に返したお金は、過払いになっている
・後で法律事務所の者に電話させます

という内容の電話があったもの。

２ 萩市事案
○ 発生日時

平成２２年１１月２日 午後５時３０分頃
○ 事案概要

萩市内に住む男性（５６歳）の携帯電話に
・サラ金の過払い金を返還します

という内容の電話があったもの。

３ 注意事項
「過払い金がある」という電話がかかってきた場合は、すぐに警察に相談して下
さい。

※ 警察官や社会保険庁を騙る不審電話も増えていますのでご注意下さい。

本件担当：083-933-0110（内線3033）
生活安全企画課 山本

ご存じですか 振り込め救済法！




